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○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）（
抄
）

（
許
可
）

第
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
所
持
し
よ
う
と
す
る
銃
砲
又
は
刀
剣
類
ご
と
に
、
そ
の
所
持
に
つ
い
て
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
許

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

狩
猟
、
有
害
鳥
獣
駆
除
又
は
標
的
射
撃
の
用
途
に
供
す
る
た
め
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
（
空
気
け
ん
銃
を
除
く
。
）
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
者
（
第
五
号
の
二
に
該
当
す
る
者

を
除
く
。）

二
〜
十

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

（
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
許
可
の
基
準
の
特
例
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、

許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

二

海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
で
、
当

該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
な
い
も
の
（
当
該
許
可
を
受
け
て
所
持
し
て
い
た
猟
銃
に
係
る
技
能
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受

け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。）

三
〜
五

（
略
）

４
〜
６

（
略
）

（
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
）

第
五
条
の
三

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
若
し
く
は

空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
又
は
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
受
講
者
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関

し
必
要
な
知
識
を
修
得
さ
せ
る
た
め
の
講
習
会
を
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。

一

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
所
持
に
関
す
る
法
令

二

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

２
〜
４

（
略
）
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○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）（
抄
）

第
五
条
の
二
第
三
項
第
一
号
中
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
所
持
し
よ
う
と
す
る
種
類
の
猟
銃
」
を
「
許
可
済
猟
銃
（
所
持
し
よ
う
と
す
る
種
類

の
猟
銃
で
あ
つ
て
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
当
該
猟
銃
」
を
「
当
該
許
可
済

猟
銃
」
に
、
「
次
号
」
を
「
同
号
及
び
第
三
号
」
に
、
「
当
該
種
類
の
猟
銃
」
を
「
当
該
許
可
済
猟
銃
」
に
改
め
、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
許
可
済
猟
銃
を
亡
失
し
、
又
は
許
可
済
猟
銃
が
滅
失
し
た
者
で
、
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
許
可
済
猟

銃
の
所
持
の
許
可
が
効
力
を
失
つ
た
日
（
当
該
災
害
に
起
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
）
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
な
い
も
の
（
当
該
許
可
済
猟
銃
に
係
る
技
能
講
習
修
了
証
明
書
の
交

付
を
受
け
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。）

○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）（
抄
）

（
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
基
準
の
特
例
）

第
十
四
条

法
第
五
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

海
外
旅
行
を
し
て
い
た
こ
と
。

二

地
震
、
積
雪
、
洪
水
等
に
よ
り
交
通
が
困
難
と
な
つ
て
い
た
こ
と
。

三

病
気
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
て
い
た
こ
と
。

四

法
令
の
規
定
に
よ
り
身
体
の
自
由
を
拘
束
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

五

社
会
の
慣
習
上
又
は
業
務
の
遂
行
上
や
む
を
得
な
い
緊
急
の
用
務
が
生
じ
て
い
た
こ
と
。

（
講
習
会
の
開
催
）

第
十
七
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
法
第
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
講
習
会
（
以
下
「
講
習
会
」
と
い
う
。
）
の
開
催
の
日
時
及
び
場
所
を
決
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
猟

銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
又
は
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
容
易
に
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
講
習
会
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
開
催
予
定
期
日
の
二
十
日
前
ま
で
に
開
催
の
日
時
及
び
場
所
そ
の
他
講
習
会
の
開
催
に
関
し
必
要
な
事

項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）


